
（ 東京こ ど も すく すく 住宅認定制度実施要領第４ 関係）

建築物名称

作成年月日

項目数 適合項目数 項目数 適合項目数
各基準別
必要適合
項目数

総必要適合
項目数

別表１ 0 5 4 5

別表２ －１ 住戸内に関する 基準 基本性能等に関する 基準 7 7 8 2 15

別表２ －２ 住戸内に関する 基準 単位空間別の基準 4 4 49 24 53

11 11 57 26 68

別表３ －１ 共用部分に関する 基準 基本性能等に関する 基準 0 0 11 4 11

別表３ －２ 共用部分に関する 基準 単位空間別の基準 1 1 14 2 15

1 1 25 6 26

別表４ 0 5 1 5

別表５ 0 7 2 7

別表６ 0 1 0 1

0 0 13 3 13

12 12 100 39 39 112

項目数 適合項目数 項目数 適合項目数
各基準別
必要適合
項目数

総必要適合
項目数

別表１ 0 5 0 5

別表２ －１ 住戸内に関する 基準 基本性能等に関する 基準 8 0 8 0 16

別表２ －２ 住戸内に関する 基準 単位空間別の基準 4 0 49 0 53

12 0 57 0 69

別表３ －１ 共用部分に関する 基準 基本性能等に関する 基準 3 0 12 0 15

別表３ －２ 共用部分に関する 基準 単位空間別の基準 2 0 14 0 16

5 0 26 0 31

別表４ 0 5 0 5

別表５ 0 7 0 7

別表６ 0 1 0 1

0 0 13 0 13

17 0 101 0 17 118

区市町村から の意見の反映に関する 基準

2025/04/16改定版ver1. 3

東京こ ど も すく すく 住宅認定基準チェ ッ ク シート （ セレ ク ト モデル）

M　 邸

R7. 5. 28

新築

必須項目 選択項目

総項目数

立地に関する 基準

別表２ 　 計

別表３ 　 計

子育て支援施設やキッ ズルーム 等に関する 基準

管理・ 運営に関する 基準

別表４ ， ５ ， ６ 　 計

合計

チェ ッ ク 結果 Ｏ Ｋ Ｏ Ｋ

総項目数

立地に関する 基準

別表２ 　 計

別表３ 　 計

子育て支援施設やキッ ズルーム 等に関する 基準

管理・ 運営に関する 基準

既存・ 改修

必須項目 選択項目

区市町村から の意見の反映に関する 基準

別表４ ， ５ ， ６ 　 計

合計

チェ ッ ク 結果
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別表１ 　 立地に関する 基準

( 1)

( 2)

( 3)

( 1)

( 2)

3 医療施設 ■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択
付近見取図
さ さ も と こ ど も ク リ ニッ ク

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

必
須 －

必
須 －

必
須 －

必
須 －

必
須 0

必
須 －

選
択 0

選
択 0

選
択 4

選
択 0

選
択 0

選
択 0

表記のある 図面番号、 計画の内容等

付近見取図
( 2) 調布市西部児童館
( 3) 飛田給児童遊園

付近見取図
( 1) ちいはぐ ・ 飛田給
( 2) 市立飛田給小学校

付近見取図
( 1) 飛田給駅
( 2) マルエツ
( 3) 調布飛田給郵便局
( 4) バーミ ヤン 飛田給駅北口店

2
保育、 教
育施設等

敷地出入口から 徒歩圏内（ おおむね800m以内( 注１ ) ） に次の施設など
が一つ以上ある こ と 。

保育所、 幼稚園など の保育、 教育施設

小学校及び学童ク ラ ブなど の教育施設など

4
生活利便
施設等

敷地出入口から 徒歩圏内（ おおむね800m以内( 注１ ) ） に次の施設など
が一つ以上ある こ と 。

鉄道駅やバス 停

食料品や日用品など が購入でき る 商業施設

銀行、 郵便局やＡ Ｔ Ｍなど の金融関連施設

子供連れで気軽に飲食でき る フ ァ ミ リ ーレ ス ト ラ ンなど の飲食施
設

敷地出入口から 徒歩圏内（ おおむね800m以内( 注１ ) ） に小児科や耳鼻
科など 、 子供が受診でき る 医療施設が一つ以上ある こ と 。

新築 既存･改修

1
子供の遊
び場所

■

■

敷地出入口から 徒歩圏内（ おおむね800m以内( 注１ ) ） に次の施設など
が一つ以上ある こ と 。

子育てひろば( 注２ ) など 、 乳幼児と 親が一緒に過ごせる 施設

児童館や図書館など 、 子供が室内で過ごせる 施設

子供が遊べる 広場、 公園や緑地など

自治会や地域活動団体など によ る イ ンタ ーネッ ト を 活用し たイ ベ
ント

注１ 　 各施設ま での距離は直線距離によ る 。 建築物の敷地の主要な出入口から 計測する も のと する 。

注２ 　 ０ ～３ 歳児と その親が気軽に集ま り 、 親同士が打ち解けた雰囲気の中で語り 合い、 子供同士も 遊ぶこ と ができ る 常設の施設。
　 　 国の地域子育て支援拠点事業の一つ

適合項目数

□5 選択 □
活発な地
域活動

次に例示する も のなど 、 活発な地域活動が行われている こ と 。

自治会など によ る 季節行事や清掃活動

自治会や消防団など によ る 夜回り など の防犯、 防災活動

「 遊び場づく り 」 や「 安全マッ プづく り 」 など の活動

「 子供110番の家」 の取組

新築 既存･改修

選択 □ 選択■

選択 □ 選択

選択 □

選択

選択

新築 既存･改修

□ 必須 □ 選択

□ 選択選択

ア ド バン ス ト

選択

項目 基準
セーフ ティ セレ ク ト

□ 選択 □

□ 選択

□ 選択 □
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別表２ －１ 　 住戸内に関する 基準（ 基本性能等に関する 基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

ア

イ

ウ

( 5)

ア

イ

ウ

エ

( 1)

ア

( ｱ)

( ｲ)

イ

( 2)

□ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 ■ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ 室外機は全て1階に設置

( 3)
□ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □

錠付き ク レ セン ト 設置・ ク レ セン ト 高さ
床から 1430mm

( 4)
□ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ 浴室窓の直下に玄関出入口がある ため、 鍵付き ク レセント の設

置、 開放幅290mm程

表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 1) く つずり と 玄関外側の高低差
20mm以下、 く つずり と 玄関土間の
高低差5mm以下
( 2) 180mm
( 3) 段差無し
( 4) 180mm以下のま たぎ段差と し 、
かつ手すり を 設置でき る よ う にす
る 。
( 5) 該当なし

　
ア
( ア) バルコ ニー手摺床面から 1100
ｍｍ　 2階浴室の窓は床面から
1100㎜以上に設置
( イ ) 足がかり になら ない様浴槽の
淵から 窓ま で850㎜確保
　
イ
壁手摺の為、 該当なし

基準項目

1 段差解消

バルコ ニーにエアコ ンの室外機等足掛かり になる 可能性のある も のを設
置する 場合は、 足掛かり になら ないよ う 、 室外機等の設置場所を高さ
1, 100mm以上（ 1, 200㎜推奨） の柵で囲う か、 手すり から 600㎜以上の距
離を確保し て配置する など、 転落防止措置を講じ る こ と 。

2

間口（ 工事を伴わない撤去等によ り 確保でき る 部分の長さ を含
む。 ） が1, 500㎜以上である こ と 。

その他の部分の床よ り 高い位置にある こ と 。

転落防止
・ 落下物
によ る 危
険防止

転落防止のための手すり は、 足がかり がなく 、 子供が容易によ じ 登れな
い形状と する と と も に、 次に掲げる 基準に適合し ている こ と 。 ただし 、
外部の地面、 床等から の高さ が１ ｍ以下の範囲又は開閉でき ない窓その
他転落のおそれのないも のは除く 。

転落防止のための手すり の手すり 子で床面（ 階段にあっては踏面の
先端） 及び腰壁等（ 腰壁等の高さ が650mm未満の場合に限る 。 ） か
ら の高さ が800mm以内の部分に存する も のの相互の間隔は、 内法寸
法で110mm以下（ 90㎜推奨） である こ と 。

面積が３ ㎡以上９ ㎡（ 当該居室の面積が18㎡以下の場合にあっ
ては、 当該面積の1/2） 未満である こ と 。

当該部分の面積の合計が、 当該居室の面積の1/2未満である こ
と 。

180㎜（ 踏み段を設ける 場合にあっては、 360㎜） 以下の単純段
差と し たも の

バルコ ニーに面する 住宅の窓には、 ロ ッ ク 付や錠付ク レ セント 等の設
置、 開口制限ス ト ッ パーや補助錠等の設置、 子供の手の届かない位置へ
のク レ セント の設置など、 窓の開閉のコ ント ロ ールが可能な措置を講じ
る こ と 。

窓、 開放廊下や階段の直下に道路、 通路、 出入口がある 場合は、 落下物
によ る 危険防止措置を講じ る こ と 。

住戸内の床は、 次に掲げる も のを除き 、 段差のない構造（ ５ ㎜以下の段
差については、 段差のないも のと みなす。 ） と する 。

玄関の出入口の段差： く つずり と 玄関外側の高低差が20㎜以下と
し 、 かつ、 く つずり と 玄関土間の高低差が5㎜以下と し たも の

玄関の上がり かま ちの段差

浴室の出入口の段差： 20㎜以下の単純段差と し たも の又は浴室内外
の高低差が120㎜以下、 またぎ高さ 180㎜以下と し 、 かつ、 手すり を
設置し たも の

バルコ ニーの出入口の段差： 接地階を有し ない住戸のバルコ ニーに
ついては、 次に掲げる も の並びにバルコ ニーと 踏み段と の段差及び
踏み段と かまちの段差で180㎜以下の単純段差

原則床面（ 階段にあっては踏面の先端） から 1, 100mm以上
（ 1, 200㎜推奨） に達する よ う 設けら れている こ と 。

バルコ ニーその他こ れに類する も の、 廊下及び階段にあっては
腰壁、 窓にあっては窓台その他足がかり と なる おそれのある 部
分（ 以下「 腰壁等」 と いう 。 ） には、 足がかり と なり にく い措
置を講じ る こ と 。

250㎜以下の単純段差と し 、 かつ、 手すり を設置でき る よ う に
し たも の

屋内側及び屋外側の高さ が180㎜以下のまたぎ段差（ 踏み段を
設ける 場合にあっては、 屋内側の高さ が180㎜以下で屋外側の
高さ が360㎜以下のま たぎ段差） と し 、 かつ、 手すり を設置で
き る よ う にし たも の

居室の部分の床のう ち次に掲げる 基準に適合する も のと その他の部
分の床の300㎜以上450㎜以下の段差

バルコ ニーその他こ れに類する も の、 ２ 階以上の窓、 廊下及び階段
（ 開放さ れている 側に限る ）

□必須 □必須 □

□

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

選択□ 必須 □

必須必須□ □□ □

■ 選択 □ 選択

■

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

□ □ 必須 □ □必須
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別表２ －１ 　 住戸内に関する 基準（ 基本性能等に関する 基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

表記のある 図面番号、 計画の内容等基準項目

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

3
シッ ク ハ
ウ ス 対策 □ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □

必須
※１ □ □ 必須 □ □

必須
※１ □ F☆☆☆☆仕様と し ま す。

( 1) □ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ ｾｷｭﾘﾃｨ ｻーﾑﾀー ﾝ設置

( 2) □ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ ｶﾒﾗ付き ｲﾝﾀー ﾎﾝ設置

( 3)

□ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ シャ ッ タ ー設置

( 1)

ア

イ

( 2)
□ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

( 1)

ア

イ

( 2)

■ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択
界壁部には、 コ ンセント 等設置計
画無し

( 3)
□ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

□ 選択 □ 選択 □
必須
※２ □ □ 選択

□ 選択

8

抗菌、 防
カビ、 抗
ウ イ ルス
対応

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

※１ 　 既存で関連法令施行以前の建築物は必須から 除く こ と と し 、 改修する 建築物にあっては、 改修に伴い使用さ れる 建材に限る も のと する 。

※２   遮音性能T-２ 等級相当以上の材料を使用する 場合、 該当する 部分はないも のと する 。

5
界床の防
音性の確
保

界床の仕様は次のいずれかと する 。

床ス ラ ブ厚が200mm以上（ 既存住宅にあっては、 150mm以上） の鉄筋
コ ンク リ ート 造、 鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造若し く は鉄骨コ ンク リ ー
ト 造で普通コ ンク リ ート を用いた物又はこ れら と 同等の面密度を有
する も のと する 。

JI S A 1418-2（ 建築物の床衝撃音遮断性能の測定方法） によ る 床衝
撃音レ ベルに対し て、 JI S A 1419-2（ 建築物及び建築部材の遮音性
能の評価方法） によ る 床衝撃音遮断性能Ｌ i , r , H-55等級相当以上と
する 。

□

防犯対策

防犯対策用の鍵を使用する 。

室内と の通話機能を有し たカメ ラ 付き イ ンタ ーホン等を設置する 。

適合項目数

SI AAの基準を満たし た抗菌加工や抗ウ イ ルス 加工が施さ れたも のなど、
抗菌、 防カビ、 抗ウ イ ルス 対応措置が講じ ら れた住設部品を使用する 。

7
開口部の
防音性の
確保 JI S A 4706（ サッ シ） によ る 遮音性能T-2等級相当以上の材料を使用す

る 。

JI S A 4706（ サッ シ） によ る 遮音性能T-1等級相当以上の材料を使用す
る 。

6
界壁の防
音性の確
保

界壁の仕様は次のいずれかと する 。

界壁の厚みが180mm以上（ 既存住宅にあっては、 150mm以上） の鉄筋
コ ンク リ ート 造、 鉄骨鉄筋コ ンク リ ート 造若し く は鉄骨コ ンク リ ー
ト 造で普通コ ンク リ ート を用いた物又はこ れら と 同等の面密度を有
する も のと する 。

JI S A 1419-1（ 建築物及び建築部材の遮音性能の評価方法） によ る
音響透過損失等級Rr-50等級相当以上と する 。

コ ンセント ボッ ク ス 、 ス イ ッ チボッ ク ス その他こ れら に類する も のが、
当該界壁の両側の対面する 位置に当該界壁を欠き 込んで設けない。
ま た、 当該界壁にボード 類が接着さ れている 場合にあっては、 当該界壁
と ボード 類の間に接着モルタ ル等の点付けによ る 空隙が生じ ていない。

木造の建築物については、 遮音上有効な材料、 工法を採用する など、 遮
音性を確保する ための方策を講じ る 。

サッ シ等の開口部

バルコ ニーに面する 住宅の窓のう ち侵入が想定さ れる 階に存する も のに
は、 避難計画上支障のない範囲において、 合わせガラ ス 、 防犯フィ ル
ム、 鍵付ク レ セント 又はシャ ッ タ ーの設置等、 侵入の防止に有効な措置
を講じ る 。

4

各住戸の居室内の内装の仕上げや居室に係る 天井裏等の下地材等に用い
る 特定建材は、 日本産業規格又は日本農林規格のF☆☆☆☆表示のある
建築材料等（ ホルムアルデヒ ト 発散建築材料に該当し ないも の） と す
る 。

木造の建築物については、 遮音上有効な材料、 工法を採用する など、 遮
音性を確保する ための方策を講じ る 。

□□ 選択 必須

□

0

0 0

0

0 0

0 0

選択

必須 □ □ 選択

□□ 選択

7 0

2 0

□ 選択 □ 選択
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別表２ －２ 　 住戸内に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

( 1)

　

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 1)

　

　 ■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

　 □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 2)

( 3)

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

■ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

□ 選択

( 6)

■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 7)

□

選択

■

必須□

選択

選択 □

選択 □

選択

選択

利便性への配慮

タ ッ チレス 水栓と する 。

手すり の設置

浴室出入り のための手すり の設置がさ れている か、 設置でき る 構造に
なっている 。

洗面所暖房機の設置

補助照明の設置

項目 基準

3 浴室

進入防止錠等の設置

浴室のド アには、 子供の進入を防止する 鍵をおおむね床上1, 400㎜以上
の高さ に設置する 。

ま た、 浴室の鍵は、 外から の解錠が可能なも のと する 。

滑り にく い床素材

浴室の床は水に濡れても 滑り にく い仕上げと する 。

手すり の設置

浴槽への出入り のための手すり を設置する 。

広さ の確保

浴室暖房乾燥機の設置

浴室暖房乾燥設備を設置する 。

呼び出し 機能の設置

浴室から リ ビング等に連絡でき る 呼び出し チャ イ ム等を設置する 。

選択 □

1 玄関

ド アス ト ッ パー、 ド アク ロ ーザー

開き 戸には、 ド アス ト ッ パーやド アク ロ ーザーを設置する と と も に、 吊
元側の隙間が生じ にく い仕様の製品を採用する か、 指挟み防止カバー等
指挟み防止措置を講じ る 。

ベビーカー等置場

玄関周辺への平場やク ロ ーゼッ ト 内（ 可動式棚配置等によ る ） ス ペース
の確保によ り 、 ベビーカー、 三輪車等を置く ス ペース を設ける 。

玄関へのス ペース 確保が難し い場合は、 共用玄関等敷地内に認定住戸数
の３ 分の２ 以上の住戸が各１ ㎡以上を確保でき る ス ペース を確保する 。

手すり の設置

玄関の出入り のサポート のための手すり の設置がさ れている か、 設置で
き る 構造になっている 。

耐震性能

玄関ド ア枠は耐震枠で、 JI S（ 日本工業規格） における A4702面内変形追
随性の規定における D－3等級同等以上であり 、 あわせてド アガード も 耐
震性に配慮し たも のと なっている 。

2
洗面所・
脱衣所

暖房機を設置する か、 後から 機器の設置が可能と なる コ ンセント 等の設
備を施す。

利便性の配慮及び火傷防止

水栓金具は給湯温度の制御が可能なサーモス タ ッ ト 式水栓金具等と す
る 。

カラ ン等の給湯のための水栓金具は、 カラ ンそのも のが埋め込み式に
なっている か、 火傷防止カバーが設置さ れている 等の危険防止措置がな
さ れている 。

■

□

■

■

□

□

■

■

■

■

□

■

玄関や住戸内廊下に人感センサー付き の照明又は足元灯等の補助照明を
設置する 。

洗面所の水栓金具はレ バー式等操作し やすい形状と し 、 給湯温度の制御
が可能な水栓金具と する 。

ホース 付水栓（ シャ ワ ー吐水機能付き ） と する 。

内法で短辺1, 200mm以上、 かつ、 広さ 1. 9㎡以上と する 。

内法で短辺1, 400mm以上、 かつ、 広さ 2. 5㎡以上と する 。

必須 □

選択

■

□ 選択

選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

必須 □ □ 必須 □

選択 □ 選択

□ 選択

□ 選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

□ 必須 □ □ 選択

□

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

□ 選択 □

必須 □

□ 必須 □ □ 選択

□ 必須 □ □

□ 選択 □ 選択

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

ド アス ト ッ パー設置、 吊元側の隙
間が生じ にく い仕様

手摺下地設置し ま す。

玄関・ ホール部照明は人感セン
サー付

・ レ バー式水栓金具（ 給湯温度制
御可能）
・ ホース 付水栓( ｼｬﾜー 吐水機能付)

手摺下地設置

コ ンセント 設置し ま す。

鍵は床上1400mm以上と し 外から 解
錠出来る も のと し ま す。

滑り にく い仕上と する 。

手摺設置

短辺1600ｍｍ、 2. 56㎡の広さ を確
保し ていま す。

レ バー式サーモス タ ッ ト 水栓（ 火
傷防止措置済）

浴室暖房乾燥機を設置する 。

選択

□ 選択 □ 選択
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別表２ －２ 　 住戸内に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

項目 基準

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 1)

( 2)

( 3)

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 4)

( 5)

□ 必須 □ □ 必須 □ ■ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 6)

( 7)

( 1)

■ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 2)

ト イ レ や洗面所等に配置さ れる 開き 戸建具

開き 戸

居室間や主要な通路上に配置さ れる 開き 戸

選択 選択□ 必須 □ □■

□ 選択

選択

選択

選択

□

□

選択

□□ 必須

■

■

■

□

■

□ 選択

100㎜程度の引き 残し を目安に、 取っ手形状や設置位置の工夫によ り 、
指を挟まないよ う な措置を講じ る 。

引き 残し が確保でき ない場合は、 軽量かつ自動でゆっく り 閉ま る 機能等
を備えた引き 戸を使用する 。

子供が指を挟ま ないよ う 、 以下の対策を講じ る か、 その他指挟みを防止
する ための対策を講じ る 。
○吊元側は子供が指を挟むおそれのある 隙間（ 5mm以上13mm未満） がな
い構造と する 。 扉の開閉の途中の状態も 含める 。
ただし 、 以上の対応を講じ ている 商品の選択肢が少ない状況に鑑み、 当
面の間以下対応でも 認定基準に適合し ている も のと みなす。 こ の場合、
入居案内等にて入居者に対し 周知を行う 。
・ 主に分譲： 指挟み防止商品の配布（ 設置は住戸購入者に委ねる ）
・ 主に賃貸： 指挟み防止商品の用意（ 入居者の意向によ り 設置）
○戸先側は次のいずれかの対策を講じ る 。
・ 風の通り 道に設置する 開き 戸には、 閉鎖速度を減衰さ せる ド アク ロ ー
ザー等の機能を設け、 風等の外力で急激に扉が閉ま ら ない構造である 。
・ 戸側又は枠側に衝撃を吸収する 緩衝材等を設けて、 手又は足の指を挟
んでも 障害が生じ ない構造である 。

引き 戸

必須

手すり の設置

チャ イ ルド フェ ンス の設置等

調理器具等幼児にと って危険なも のが多く ある 台所へ子供が進入し ない
よ う な措置と し て、 チャ イ ルド フェ ンス 等が設置でき る よ う 、 キッ チン
入口の形状の工夫や、 壁下地を設ける 。

吊戸棚がある 場合、 扉に耐震ラ ッ チを設置する 。

手すり を設置する 。

外から 解錠でき る 鍵

扉に外側から 解錠でき る 鍵を設置する 。

食器洗い乾燥機の設置

5

利便性への配慮

タ ッ チレス 水栓と する 。

ビルト イ ンタ イ プの食器洗い乾燥機を設置する 。

耐震ラ ッ チの設置

コ ンロ 等の調理器はチャ イ ルド ロ ッ ク 機能を備えたも のにする 。

ガス 漏れ検知器を設置する など、 危険防止措置を講じ る 。

外開き 又は引き 戸の設置

外開き 又は引き 戸を設置する 。

□

台所

対面式キッ チンなど子供への目線の確保等

親が家事をし ながら 子供の様子を見守る こ と ができ る よ う 、 対面式キッ
チンなど、 台所から 居間や食事室を見通せる 配置・ 構造と する 。

親子の交流が生ま れる 広さ の確保

親子が一緒に作業でき る よ う 、 ダイ ニングと キッ チンを合わせた広さ と
し て、 10㎡以上を目安に動線や広さ にも 配慮し た間取り と する 。

6

4 ト イ レ

□

危険防止設備等の設置

台所の水栓金具はレバー式等操作し やすい形状と する と と も に、 給湯温
度の制御が可能な水栓金具と する 。

広さ の確保

長辺が、 内法寸法で1, 300㎜以上か、 便器の前方又は側方について、 便
器と 壁の距離（ ド アの開放によ り 確保でき る 部分を含む。 ） が500㎜以
上を確保する 。

選択 □

□ 選択

■

■

□ 選択

必須 □ □ 必須 □

選択 □ 選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

□ 選択

選択 □

□ 選択 □ 選択

選択

□ 必須 □ □ 必須 □

□ 選択 □

必須 □

□ 選択 □ 選択

□ 必須 □ □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択□ 必須 □ □

外から 解錠出来る 鍵設置

引き 戸設置

対面式キッ チンと し ま す。

ダイ ニングと キッ チンで10㎡以上
確保し ていま す。

レ バー式サーモス タ ッ ト 水栓と し
ま す。

下地設置

ﾁｬｲﾙﾄﾞ ﾛｯｸ機能付き のｺﾝﾛを設置し
ま す。

吊元側には隙間が生じ ない様、 指
挟み防止カバー設置し ま す。
戸先側は自動でゆっく り 閉ま る 機
能設置（ ソ フ ト ク ロ ーザー設置）

自動でゆっく り 閉ま る 機能設置
（ ソ フト ク ロ ーザー設置）
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別表２ －２ 　 住戸内に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

項目 基準

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 3)

( 4)

( 5)

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6)

( 7)

7 居室

扉の開閉中の状態も 含め、 子供が指を挟むおそれのある 隙間（ 5㎜以上
13㎜未満） がない構造と する 。

扉の取っ手など

取っ手をレ バーハンド ルやプッ シュ ハンド ル等の開閉の容易なも のと す
る など、 取っ手、 引き 手は使いやすい形状と する と と も に、 取っ手は面
が取ら れた形状と する など、 安全性に配慮し たも のと する 。

折戸

照明のス イ ッ チを床上900㎜程度の高さ に設置し 、 ワ イ ド ス イ ッ チにす
る こ と によ り 、 子供でも 使いやすいも のと する 。

コ ンセント

子供がコ ンセント の差込口を濡れた手で触ったり 、 金属を差し 込んだり
する こ と によ る 事故を防止する ため、 シャ ッ タ ー付き コ ンセント を使用
する 。

収納ス ペース の確保

収納ス ペース は、 収納率（ 次式で算出し たも の） を８ ％以上確保する 。

家具等の転倒防止

転倒によ る 事故防止や防音性を高める ため、 床にク ッ ショ ン性の高い材
料を使用する 。

ス イ ッ チ

壁に付け長押を設置する 等、 家具の転倒防止措置を講じ る こ と のでき る
よ う な構造と する 。

選択 □

□

□

□

□

□ 必須 □ □ 選択

＜算定式＞
（ S1＋S2） ／当該住戸の専有部分の面積（ ㎡） ×100
　 S1： 高さ 180cm以上の収納部分の水平投影面積（ ㎡)
　 S2： 高さ 180cm未満の収納部分の水平投影面積( ㎡)
　 　 　 ×（ 当該収納部分の高さ （ cm） ／180）

室内物干し ス ペース の設置

使用し ない時には取り 外し 可能な吊り 下げ式やワ イ ヤー物干し を室内に
設置する 。

壁等の出隅の面取り

壁・ 柱等の出隅部分及び造り 付け家具等の出隅部分に面取り を行い、 や
むを得ず面取り を行えない場合は、 転倒等に対する 安全性に配慮し た形
状・ 仕上げと する 。

ク ッ ショ ン性の高い床素材

ド ア内のガラ ス

大判ガラ ス の採用など安全性に配慮する 必要のある 場合は、 安全ガラ ス
と する など、 割れたガラ ス の破片によ る 怪我等の防止対策を講じ る 。

□

■

□

□ 選択 □ 選択

■ □

□

□

□

選択

選択 □ 選択

選択

選択 □ 選択

選択 □ 選択

選択

選択 □ 選択

選択

選択 □ 選択

選択 選択

選択

選択

□ 必須 □ □ 選択

□ 必須 □ □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択 □

選択□ 選択 □

付長押設置
家具固定用に壁下地補強設置

取っ 手はﾚﾊ゙ ﾊーﾝﾄﾞ ﾙで面が取れた
形状で安全性に配慮し た物を 使用
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別表２ －２ 　 住戸内に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

項目 基準

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 1)

ア

イ

ウ

エ

( 2)

( 1)

( 2)

( 1)

ア

イ

ウ

( ｱ)

( ｲ)

( ｳ)

( 2)

( 3)

10
住戸内階
段

勾配等

転落事故等、 危険が伴う と 考えら れる 場所への子供の進入を防止する た
め、 チャ イ ルド フェ ンス 等が設置でき る よ う 、 壁下地を設ける 。

手すり の設置

少なく と も 片側（ 勾配が45度を超える 場合は両側） に、 かつ、 踏面の先
端から の高さ が800㎜から 850㎜ま での位置に設けら れている 。

90度屈曲部分が踊り 場から 上３ 段以内で構成さ れ、 かつ、 その
踏面の狭い方の形状が全て30度以上と なる 回り 階段の部分

180度屈曲部分が４ 段で構成さ れ、 かつ、 その踏面の狭い方の
形状が下から 60度、 30度、 30度及び60度の順と なる 回り 階段の
部分

チャ イ ルド フェ ンス の設置等

アに掲げる 各部の寸法は、 回り 階段の部分においては、 踏面の狭い
方の端から 300㎜の位置における 寸法と する こ と 。 ただし 、 次のい
ずれかに該当する 部分にあっては、 アの規定のう ち各部の寸法に関
する も のは適用し ないも のと する 。

90度屈曲部分が下階の床から 上３ 段以内で構成さ れ、 かつ、 そ
の踏面の狭い方の形状が全て30度以上と なる 回り 階段の部分

勾配が22/21以下で、 けあげの寸法の2倍と 踏面の寸法の和が550㎜
以上650㎜以下であり 、 かつ、 踏面の寸法が195㎜以上である こ と 。

蹴込みが30㎜以下である こ と 。

□ □選択 □

□□

■

□

選択

選択 □

必須

□

■

□

選択

必須 □必須 ■□ □□

避難ハッ チの設置に当たっては、 子供が容易に開けら れないよ う に
チャ イ ルド ロ ッ ク 等の安全機能が付いたも のを使用する （ 消防の指
導によ り 使用でき ない場合はその限り ではない） 。

ス ロ ッ プシンク の設置

ス ロ ッ プシンク をバルコ ニー等に設置する 。 ただし 、 こ れら によ じ 登っ
て手すり から 転落する こ と を防止する ために、 こ れら の設備は手すり か
ら 600㎜以上の距離を確保し て設置する などの転落防止措置を講じ る 。

住戸内に設ける 階段は、 次に掲げる 基準に適合し ている も のと する 。 た
だし 、 ホームエレ ベータ ーが設けら れている 場合を除く 。

9
住戸内通
路及び出
入口

住戸内通路の幅員

住戸内通路の幅員は、 780㎜（ 柱等の箇所にあっては750㎜） 以上を確保
する 。

8
バルコ
ニー

足掛かり 等への配慮

子供のバルコ ニーから の転落、 転倒する のを防ぐ ため次の対策を講じ
る 。

手すり 子の形状を足掛かり になら ない形状と する 。

室外機を手すり 側に置かない。

物干し 金物及び物干し 竿が収納時も 含め、 足掛かり になら ないよ う
にする 。

住戸内出入口の幅員

住戸内の出入口（ バルコ ニーの出入口及び勝手口等の出入口を除く ） の
幅員（ 玄関及び浴室の出入口については、 開き 戸にあっては建具の厚
み、 引き 戸にあっては引き 残し を勘案し た通行上有効な幅員と し 、 玄関
及び浴室以外の出入口については、 軽微な改造によ り 確保でき る 部分の
長さ を含む。 ） は750㎜（ 浴室の出入口にあっては600㎜） 以上を確保す
る 。

選択 □ 選択

必須 □ □ 必須 □

選択

選択 □ 選択

選択 □

選択

選択

□ 必須 □ □ 必須 □

□ 選択

□ 選択 □ 選択

□ 選択

選択

□ 必須 □ □ 選択

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□

ア躯体手摺の為、 該当なし
イ 室外機無し の為、 該当なし
ウ 足掛かり になら ない900mm程の
高さ と し ま す。
エ避難ﾊｯﾁ設置無し の為、 該当な
し

780mm以上確保し ていま す。

踏面から 800mmの高さ に手摺設置
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別表２ －２ 　 住戸内に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

項目 基準

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

11
テレワ ー
ク ス ペー
ス

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

12 その他 □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

テレ ワ ーク ス ペース を確保する と と も に、 テレ ワ ーク に必要な設備（ 照
明、 Wi -Fi 接続が可能なイ ンタ ーネッ ト 環境、 コ ンセント 等） を整備す
る 。

その他、 子育てに配慮し た住宅計画における 工夫を行っている 。

0

0 0

適合項目数

0 4 0

24 0

0 0

0 0
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別表３ －１ 　 共用部分に関する 基準（ 基本性能等に関する 基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

( 1)

ア

( ｱ)

( ｲ)

イ

ウ

( 2)
□ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 ■ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □

窓直下に道路、 通路、 出入口がないため該当な
し 、 共用の開放廊下や階段はない。

2 転倒防止 □ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

3 衝突防止 □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 ■ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □
ｴﾝﾄﾗﾝｽﾎー ﾙや集会場等ないため該
当なし

4
避難経路
における
安全確保

■ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択 レ バーハンド ル式使用し ま す。

5
敷地内通
行の安全
確保

■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択
歩行者通路と 車道は分離さ せてい
ま す。

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

■ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 1) □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 2) □ 選択 □ 選択

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

1

転落防止
・ 落下物
によ る 危
険防止

転落防止のための手すり は、 足がかり がなく 、 子供が容易によ じ 登れな
い形状と する と と も に、 次に掲げる 基準に適合し ている こ と 。 ただし 、
共用廊下にあっては１ 階に存する も の、 共用階段にあっては高さ １ ｍ以
下の階段の部分は除く 。

窓、 開放廊下や階段の直下に道路、 通路、 出入口がある 場合は、 落下物
によ る 危険防止措置を講じ る こ と 。

適合項目数

0

直接外部に開放さ れている 共用廊下及び共用階段等には、 転落を防止す
る ため手すり を設置し 、 安全性に配慮する 。

□ □

以下に例示する も のなど、 防災に関する 対策を講じ ている こ と 。

東京都Ｌ Ｃ Ｐ 住宅の登録を受けている 。

受変電設備、 自家発電設備などの電気設備を上階に配置し ている か、 浸
水経路にマウ ンド アッ プや止水版・ 防水扉などの対策を講じ る と と も に
土嚢の準備などを行っている 。

0

9
中古流通
促進

0

手すり の高さ

手すり 子が、 床面（ 階段にあっては踏面の先端） 及び腰壁等（ 腰壁
等の高さ が650mm未満の場合に限る 。 ） から の高さ が800mm以内の部
分に存する も のの相互の間隔は、 内法寸法で110mm以下（ 90㎜推
奨） である こ と 。

入居者の日常の利用に供する 屋上の手すり は、 床面から 1, 800mm以
上の高さ に達する よ う 設置する こ と 。

□

玄関から 道路に至る 通路及び共用階段、 共用階段、 共用廊下等の床の床
面は、 雨に濡れる 等の使用環境を考慮し た上で、 子供や妊婦が安全に利
用でき る よ う 、 滑り にく い材料を使用する 。

エント ラ ンス ホールやキッ ズルーム、 集会所等にある 面積の大き な透明
ガラ ス は、 衝突によ る 事故を防止する ため、 安全ガラ ス と する か、 衝突
防止シールを貼る 等の視認性を高める 措置を講じ る 。

避難経路にある 建具の握り 手が握り 玉形式のよ う に握力が必要なも の
や、 複雑な機構によ る 形式でなく 、 レ バーハンド ル形式等子供にも 使い
やすいも のと する 。

敷地内の歩道と 車道は分離し 、 歩行者の安全を確保する こ と 。

以下に例示する も のなど、 防犯対策を講じ る ている こ と 。

防災備蓄倉庫、 防災井戸、 マンホールト イ レ 、 情報共有体制の構築など
の防災対策を講じ ている 。

以下に例示する も のなど、 省エネ・ 再エネ対策に関する 対策を講じ てい
る こ と 。

必須

0

□

0

太陽光発電設備及び蓄電池設備の設置等再エネの取組を講じ ている 。

8
省エネ・
再エネ対
策

項目 基準

7 防災対策

防犯カメ ラ の設置等の防犯対策を講じ る こ と 。

中廊下型やコ ア型の住棟など共用部が閉鎖空間と なる 場合は、 オート
ロ ッ ク シス テムを導入する 。

6 防犯対策

原則床面（ 階段にあっては踏面の先端） から 1, 100mm以上
（ 1, 200㎜推奨） に達する よ う 設けら れている こ と 。

腰壁等には、 足がかり と なり にく い措置を講じ る こ と 。

必須□

東京ゼロ エミ 住宅やＺ Ｅ Ｈの認証を取得し ている 。

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築

0 0

0 04

□

0 0

必須 ■ □ 必須

長期優良住宅の認定を取得し ている

瑕疵保険検査基準への適合

以下の例示する 取組など、 認定を受けた集合住宅の中古流通が促進さ れる よ
う な取組を講じ る こ と

表記のある 図面番号、 計画の内容等

共用廊下、 共用階段無し の為、 該
当なし

東京ゼロ エミ 住宅認証取得済みで
す。
太陽光発電設備設置し ま す。

既存･改修

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

□□ 必須 □必須 □

10 / 18 ページ



別表３ －２ 　 共用部分に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

( 1)
□ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

( 2)
□ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

( 3)

ア

イ

ウ

エ

( 4)
□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)

( 5)

( 6) □ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択

( 7) □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

項目

1

転倒防止のため、 床面から の高さ が800㎜から 850㎜の位置に手すり を設
ける 。 手すり を設ける 場合は、 端部は原則、 壁側又は下側に曲げたも の
と する など突出し ないこ と 。

基準

セーフティ

■

□

選択

非常時に外部に連絡でき る 装置が設置さ れている など、 安全に対処
でき る よ う 配慮さ れている 。

出入口有効幅員800㎜以上、 奥行き 1, 150㎜以上と する 。

アプロ ー
チ、 共用
廊下

敷地内通路及び共用廊下の幅員は1. 2m以上を確保し 、 高低差のある 部分
には次の基準に適合する 傾斜路を設ける 。

高さ が750㎜を超える 箇所に設ける 場合にあっては、 高さ 750㎜ごと
に踏幅が1, 500㎜以上の踊り 場を設ける 。

傾斜路の始点又は終点に、 ベビーカーや車いす等が安全に停止でき
る 平坦な部分を設け、 両側に側壁又は立ち上がり を設ける 。

特定経路にかかる 排水溝には、 ベビーカーの車輪が挟ま ら ない溝蓋を設
置する 。

傾斜路の幅員は、 階段に代わる も のは1. 2m以上、 階段に併設する も
のは0. 9m以上と し 、 勾配は1/12以下と する 。 高さ が80mm以下の場合
は1/8を超えないも のと する こ と ができ る 。

高さ が160㎜を超える も のにあっては手すり を少なく と も 片側に、
かつ、 床面から 800㎜から 850㎜ま での位置に設置する 。 端部は原
則、 壁側又は下側に曲げたも のと する など突出し ないこ と 。

各戸から 敷地外ま での経路のう ち、 一つ以上を特定経路と し て、 段差を
設けない経路と する （ 2階建ての場合は1階にある 住戸から 敷地外ま での
経路と する 。 ） 。

地上階数３ 以上の場合は、 エレベータ ーを設置する 。 設置する 場合は次
の基準に適合し ている こ と 。

かご内の操作盤は、 誰も が簡単に操作でき る も のと し 、 また、 混雑
時でも 手が届き やすい位置に設ける 。

かご内及び乗降ロ ビーに、 現在位置を表示する 装置を設置する 。
同一乗降ロ ビー内にエレベータ ーが複数ある 場合、 乗降ロ ビーに
ホールラ ンタ ンや到着予報チャ イ ムなど、 到着を知ら せる 設備を設
置する 。

非接触型ボタ ン等の設備を備えたエレ ベータ ーを設置する 。

かご内を見渡せる 窓又は防犯カメ ラ を設置する 。

2
エレベー
タ ー

地震時管制運転装置及び戸開走行保護装置を設置する 。

選択 選択 必須 □

□ 必須

選択

選択

□

□□選択□

□ □

セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

敷地内通路2ｍ
ア～エ該当なし
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別表３ －２ 　 共用部分に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

項目 基準

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 1)

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

ケ

( 2) □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 1)

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

( 2) □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

( 3) □ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

□

□

踊り 場にも 連続し た手すり を設置する 。

蹴込み板を設置し 、 段鼻を突出さ せないよ う にする 。

宅配ボッ ク ス を設置する 。

管理人室を設ける 場合は、 共用玄関を見渡せる 位置又は近接する 位
置へ設置する 。

共用玄関の扉をオート ロ ッ ク にする 場合は、 共用玄関以外の共用出
入口を自動施錠機能付き の鍵を備えたド アと する 。

選択

選択

選択

選択選択□

共用玄関は次の基準に適合し ている こ と 。

転倒防止のため、 手すり を踏面から の高さ が800㎜から 850㎜程度の
高さ の位置に設ける 。 手すり の端部は200㎜以上水平に伸ばすこ と
と し 、 端部を壁面又は下部に曲げる こ と 。

共用階段の段差がある 部分の照明は、 段鼻等がはっき り 認識でき る
照明、 角度、 位置と する 。

□ 必須

階段及び踊り 場の幅は以下によ る 。 ただし 、 屋上又は直上階のみに
通じ る 共用階段及びその踊り 場の幅は、 850㎜以上と する こ と がで
き る 。

共用階段の形状等は次の基準に適合し ている こ と 。

けあげの寸法は200㎜以下、 踏面の寸法は240㎜以上及び蹴込み寸法
は30㎜以下と する 。

□

3 共用階段

4 共用玄関

小児用モード 、 小児用パッ ド のある Ａ Ｅ Ｄ を設置する 。

２ 段手すり を設置する 場合は、 上段が850㎜程度、 下段が650㎜程度
の高さ と する 。

共用玄関は、 周囲から の見通し が確保さ れた位置にある こ と 又は防
犯カメ ラ の設置等によ り 見通し を補完する 対策が講じ ら れている こ
と 。

共用玄関付近に郵便受けを設置する 。

最上段の通路等への食い込み及び最下段の通路等への突出を避け
る 。

踏面にはノ ンス リ ッ プを設け、 踏面と 同一面と する 。

足元灯を使用し 、 安全面での更なる 配慮をする 。

幅員800㎜以上と する 。

共用玄関の扉は自動ド アと し 、 前後に段差を設けない。

□ 必須 □

□

選択

□

□

階段室型住棟 廊下型住棟屋内階段 廊下型住棟屋外階段

1, 000㎜以上 1, 200㎜以上 900㎜以上
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別表３ －２ 　 共用部分に関する 基準（ 単位空間別の基準）

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

必須で該
当する 部
位等がな
い場合
チェ ッ ク

項目 基準

セーフティ セレ ク ト アド バンス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修 新築 既存･改修

表記のある 図面番号、 計画の内容等

5
危険個所
等への進
入防止

□ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 ■ □ 必須 □ □ 必須 □ □ 必須 □ 屋上、 機械室等ないため該当なし

7
自転車置
場

■ 選択 □ 選択 □ 必須 □ □ 選択
住戸あたり ２ 台分の自転車置き 場
を確保し ていま す。

ア

イ

ウ

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

必
須

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

選
択

□

1

所管の自治体と 事前に協議を行い、 居住世帯数や分別方法等に合わせた
ごみ集積所を設置する 。

0

2 0

0

0 0

□ 必須 □□必須 ■ 必須
設置に当たっては、 入居後の利用者の利便性や維持管理、 安全管理等に
も 配慮し た設計と する 。

適合項目数

0

選択□ □ 選択 □

必須

選択

必須 □ □□ □

ワ ーキン
グス ペー
ス

8

ワ ーキングス ペース 等を設置する 場合、 以下に例示する よ う なも ので
ワ ーキングス ペース 等を運営する 上で有効と 認めら れる 設備、 備品を設
ける 。

個室、 半個室や可変可能なパーテーショ ン

セキュ リ ティ が確保さ れたＷｉ-Ｆｉ等のイ ンタ ーネッ ト 環境及び照
明、 コ ンセント 等の設備

複数の利用者が一度に利用でき る 机、 椅子

所管の自治体において定めている 設置基準等を満たし た自転車置場と す
る と と も に、 子供用自転車等を平置き でき る ス ペース を設ける 。 屋外に
設置する 場合は、 屋根付と する 。
所管の自治体に設置基準等がない場合は、 各住戸につき 、 ２ 台以上を置
く こ と ができ る 自転車置場を設置する 。

6
ごみ集積
所

屋上、 受水槽、 機械室等、 子供にと って危険な箇所に簡単に進入でき な
いよ う 、 柵の設置や鍵を設置する 等の対策を講じ る （ 消防の指導によ り
設置でき ない場合はその限り ではない） 。

□ 必須 □

□ 選択

0 0

自治体に建物規模に合わせた設置内容確
認済、 利用者の利便性や維持管理、 安全
管理等に配慮し た設置位置

0 0

□
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別表４ 　 子育て支援施設やキッ ズルーム 等に関する 基準

　

ア

イ

ウ

エ

( 1)

ア

イ

ウ

エ

( 2)

ア

イ

ウ

適合項目数
選
択 0

選
択 0

選
択 1

選
択 0

選
択 0

選
択 0

集会室や交流ス ペース を設置する 場合、 仕様等については別表２ 及び
別表３ の規定を 準用する 。 ただし 、 施設の用途によ り 関係する 法令、
基準等の定めがある 場合は、 それぞれの法令、 基準等を遵守する こ
と 。

キッ ズルームを 設置する 場合、 仕様等については別表２ 及び別表３ の
規定を準用する ほか、 以下に例示する よ う なも のでキッ ズルームを運
営する 上で有効と 認めら れる 設備、 備品を設ける 。

共用ト イ レ

テーブル、 椅子等の歓談用の家具

授乳やおむつ替えのでき る ス ペース

本、 おも ちゃ等の収納ス ペース

子育て支援施設の設置に当たっては、 施設の用途によ り 関係法令、 基
準等を遵守する こ と 。
ま た、 公共施設の場合は当該施設の所管と なる 自治体と 事前に協議を
行う こ と 。

□ 選択 □

■

□ 選択 □

2
キッ ズ
ルーム

共用の手洗い場やト イ レ

ベンチや日陰ス ペース

集会室、 交流ス ペース は前項のキッ ズルームを 兼ねる こ と ができ る 。
その場合は前項の基準を満たす。

3
集会室や
交流ス
ペース

4
屋外ス
ペース

屋外ス ペース を 設置する 場合、 以下に例示する よ う な居住者のコ ミ ュ
ニティ 形成上、 有効と 認めら れる 設備、 備品を 設ける 。

植栽、 芝生、 花壇

住民同士で野菜等を育てる こ と で交流を 図る ための菜園ス ペース を設
置する 場合、 以下に例示する 居住者のコ ミ ュ ニティ 形成上、 有効と 認
めら れる 設備、 備品を 設ける 。

散水や手洗いのでき る 水栓

共用道具を 収納する 物置

収穫し た作物を 調理する 設備

砂場や滑り 台

新築 既存･改修 新築 既存･改修新築 既存･改修
項目 基準

1
子育て支
援施設 なお、 認可外保育施設の設置に当たっては、 認可外保育施設に対する

指導監督要綱（ 昭和57年６ 月15日付56福児母第990号。 （ 以下「 指導要
綱」 と いう 。 ） ） に定める 認可外保育施設指導監督基準を 遵守する と
と も に、 設置後直ちに指導要綱に定める 届出を 行う こ と 。

ま た、 一般住宅部分と 動線や配管等を分離する こ と 。

選択

選択 □ 選択

□ 選択 □

□

選択

選択 □

選択 □選択

選択

選択 □ 選択

□ 選択 □

セーフ ティ セレ ク ト ア ド バン ス ト

□ 選択 □

選択

□ 選択 □ 選択

□

選択

□

表記のある 図面番号、 計画の内容等

住居者用の共用の公園を イ メ ージし てベン チ･植栽･水栓を 設置
し ま す。 住居者同士が気軽に情報交換の場と なる よ う な配置計
画と し ていま す。 門等で仕切ら れた空間と する こ と で、 道路へ
の飛び出し を 防ぎ、 安心し て子供を 遊ばせる こ と ができ ま す。
中木を 設け、 緑陰空間で子育て世帯が心地良く 過ご せる よ う な
空間を 整備し ま す。
中木を 設け、 緑陰空間で子育て世帯が心地よ く 過ご せる よ う な
空間を 整備し ま す。

選択
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別表５ 　 管理・ 運営に関する 基準

( 1)

　

ア

イ

ウ

エ

オ

( 2)

　

ア

( ｱ)

( ｲ)

( ｳ)

( ｴ)

( ｵ)

イ

( ｱ)

( ｲ)

( ｳ)

( ｴ)

( ｵ)

項目 基準

入居要件等の設定における 配慮

以下に例示する も のなど 、 子育て世帯の入居への配慮を する こ と 。

賃貸住宅について、 子育て世帯向けの家賃減額を 実施する 。

適切なタ イ ミ ン グでの必要な情報の提供

入居者契約時

賃貸住宅について、 内装のＤ Ｉ Ｙ を 認め、 原状回復義務を 一定程
度免除する など の措置を 講じ る 。

入居世帯の一定数以上を 子育て世帯と する 。

低層階を 子育て世帯向けと し 、 上階を その他世帯向けと する 。

子育て世帯の募集期間を 優先的に設ける 。

以下に例示する も のなど 、 必要な情報を 提供する こ と 。

入居者募集時

子育て支援施設の併設、 子育て支援サービ ス の提供、 子育て
支援のための設備の工夫、 地域の子育て支援情報など を 募
集・ 販売広告やホームページ等に掲載する 。
認可保育所等入所選考が一般公募と なる 子育て支援施設の併
設の場合、 居住者優先入所制度等はないこ と を 確実に説明す
る 。
子育て支援施設を 併設する 場合は、 所管する 自治体にて定め
る ルール等を 説明する 。

子育て世帯以外の世帯の応募があっ た場合は、 当該住宅が子
育てに配慮し た住宅である こ と を 説明する 。

既存住宅の空き 家で認定を 取得し 、 子育て世帯を 募集する 場
合においても 、 既存の居住者に対し て子育て世帯を 募集する
旨を 周知する 。

入居者募集時に情報提供し た各種情報について、 改めて資料
等によ り 分かり やすく 説明する 。

セーフ ティ セレ ク ト アド バン ス ト

新築 既存･改修

入居者が子育て支援サービ ス の個別契約等を 締結する 必要が
ある 場合、 関連事業者が連携し 、 売買契約や賃貸契約時に当
該契約が締結でき る よ う 配慮する 。

自転車置場やご み集積所等共用部分について、 駐輪位置等や
ごみ出し のルールを 定め、 確実に説明する 。

集会室やバーベキュ ーコ ーナー等を 設置する 場合は、 責任者
を 明確にする と と も に、 使用方法、 使用時間、 費用負担等の
基本的事項のほか、 「 人と 人と の距離の確保」 など 基本的な
抗ウ ィ ルス 対策や、 状況に応じ た対応を 徹底する こ と を ルー
ルを 定め、 確実に説明する 。
ま た、 運用開始前に近隣住民に対し 説明を 行う 。

キッ ズルーム や屋外ス ペース など 、 子供が遊ぶ場については
特に事故防止に加え、 基本的な抗ウ ィ ルス 対策を 講じ る こ と
や、 状況に応じ た対応を 徹底する こ と など 、 使用方法や使用
時間等のルールを 定め、 確実に説明する 。

選択 □ 選択□

新築 既存･改修

□ 選択 □ 選択

新築 既存･改修

■ 選択 □ 選択

住宅計
画、 募集
から 入居
ま での配
慮事項

必須
※□

必須
※ □

表記のある 図面番号、 計画の内容等

ア： 6世帯中2世帯は子育て世帯
イ ： メ ゾネッ ト タ イ プなので該当無し
ウ ： 子育て世帯向けの家賃減額を実施
エ： 子育て世帯を優先的に募集
オ： 原状回復義務を一定程度免除

1
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別表５ 　 管理・ 運営に関する 基準

項目 基準
セーフ ティ セレ ク ト アド バン ス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修新築 既存･改修
表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 3)

ア

イ

ウ

エ

オ

ア

イ

( 1)

( 2)

2

安心し て
日常生活
を 送る た
めの配慮
事項

基本的なルールの継続的な周知徹底

子育て支援情報等の継続的な提供

子育てに関する 相談窓口や地域の子育て支援施設など の地域の子育て
支援情報など 子育てに関する 様々な情報を 掲示板への掲示や回覧等で
定期的に周知を 行う など 、 継続的に周知を 行っ ていく こ と 。

選択
※ □

選択
※ □

子育て支援サービ ス の提供における 配慮

子育て支援サービ ス の提供に当たり 、 以下に例示する も のなど 、 必要
なルール等を 定める こ と 。

自転車置場の使用方法、 ご み出し のルール、 集会室やキッ ズルーム 、
屋外ス ペース の使用方法等については、 事前に定めたルールを 掲示板
への掲示や回覧等で定期的に周知する など 、 ルールが守ら れる よ う 、
継続的に周知し ていく こ と 。

子育て支援サービ ス 提供者と 提携し たサービ ス を 利用する 際は、
提供先と 契約書を 取り 交わし 、 利用に関する 費用、 契約期間、
サービ ス の提供頻度等を 取り 決める こ と 。

サービ ス 提供に当たり 、 必要に応じ て費用負担や運用ルールを 定
める こ と 。 特に共用部分の使用ルール、 管理ルール等は確実に定
める こ と 。

以下に例示する も のなど 、 子育て支援サービ ス の提供等を 行う こ と 。
子育て支援サービ ス の提供に当たっ ては、 サービ ス の種類によ り 関係
法令、 基準等を 遵守する と と も に、 必要に応じ て当該サービ ス の所管
と なる 自治体と 事前に協議を 行う こ と 。

近隣保育施設等と 連携し た育児相談や一時預かり サービ ス の提供

近隣医療施設等と 連携し た夜間診療や訪問診療など の実施

ベビ ーシッ タ ーなど の訪問保育サービ ス

子育て等の電話相談実施団体と 連携し た相談サービ ス の提供

その他子育て支援サービ ス と し て知事が認めたも の

■

□
選択
※

□
選択
※

住宅計
画、 募集
から 入居
ま での配
慮事項

必須
※ □

必須
※

選択
※ □

選択
※

□

必須
※ □

必須
※

□
選択
※

選択
※

□

入居案内時や回覧で基本的なルールの
周知を定期的に行いま す。

1

□
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別表５ 　 管理・ 運営に関する 基準

項目 基準
セーフ ティ セレ ク ト アド バン ス ト

新築 既存･改修 新築 既存･改修新築 既存･改修
表記のある 図面番号、 計画の内容等

( 1)

ア

イ

ウ

エ

オ

カ

キ

ク

( 2)

ア

イ

ウ

エ

必
須 －

必
須 －

必
須 －

必
須 －

必
須 0

必
須 0

選
択 0

選
択 0

選
択 2

選
択 0

選
択 0

選
択 0

選択
※

3

コ ミ ュ ニ
ティ の醸
成のため
の配慮事
項

入居者間の交流の機会の創出

入居者間のコ ミ ュ ニティ が形成さ れていく き っ かけを つく る こ と を 目
的と し て、 以下に例示する 取組など を 年に数回、 継続的に実施する 。

ウ ェ ルカムパーティ ー

地域コ ミ ュ ニティ と の交流のき っ かけを つく る こ と を 目的と し て、 以
下の例示する 取組など を 年に数回、 継続的に実施する 。

ＷＥ Ｂ の活用など 「 新し い日常」 を 踏ま えた新たなコ ミ ュ ニティ
形成のためのイ ベン ト 等

□
選択
※ □

選択
※

共有ス ペース を 活用し た絵本の読み聞かせ会

不要になっ た子供用品の貸し 借り 会、 フ リ ーマーケッ ト

地域で活動し ている Ｎ Ｐ Ｏ 等と 連携し た地域交流イ ベン ト

防災訓練や防災マッ プ作成会議

餠つき やラ ジオ体操など のイ ベン ト

子育ておし ゃべり 会、 パパ会、 ママ会
□

必須
※□

選択
※ □

※　 募集パンフ レ ッ ト 、 ホーム ページ、 入居の案内書等によ り 、 適切なタ イ ミ ン グに必要な情報、 ルール等を 周知する と と も に連携先と 必要な契約等を 締
結する 。

地域の人と の交流の機会の創出

地域の人も 参加でき る 餠つき やラ ジオ体操など のイ ベン ト

町会・ 自治会、 子供会など の地域の組織が主催する 防災活動、 防
犯活動やお祭り など 様々な取組への参加

ＷＥ Ｂ の活用など 「 新し い日常」 を 踏ま えた新たなコ ミ ュ ニティ
形成のためのイ ベン ト 等

適合項目数

住宅の自治会など によ る 各種イ ベン ト

□
必須
※

□
選択
※ □

選択
※
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別表６ 　 区市町村から の意見の反映に関する 基準

1
区市町村
から の意
見の反映

□ 選択 □ 選択 □ 選択 □ 選択

適合項目数
選
択 0

選
択 0

選
択 0

選
択 0

選
択 0

選
択 0

要綱第４ に規定する 、 区市町村から の子育て支援施設等設置又は子育
て支援サービス 提供に関する 意見を 反映し て、 子育て支援施設等の設
置又は子育て支援サービス の提供を 実施する こ と 。

新築 既存･改修
項目 基準

セーフ ティ
表記のある 図面番号、 計画の内容等

新築 既存･改修 新築 既存･改修

セレ ク ト ア ド バン ス ト
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